
新潟市子ども手当特別措置法事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成

２３年法律第１０７号。以下「法」という。），平成２３年度における子ども手当の支給

等に関する特別措置法施行令（平成２３年政令第３０８号），平成２３年度における子ど

も手当の支給等に関する特別措置法施行規則（平成２３年厚生労働省令第１２０号。以下

「規則」という。）に基づく子ども手当の支給等に関して，法令に定めるもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 

（文書の取扱い） 

第２条 請求者，受給者又はその他の関係者（以下「請求者等」という。）から提出された

請求書，届書の内容を確認し，その記載事項に明白な誤りがある場合においても，これが

軽微なものであって容易に補正できるものであるときは，請求者等に適宜その誤りの補正

を求め，補正されたものを受理するものとする。 

２ 請求書，届書等の提出を受けたときは，当該請求書，届書等に必ず受付確認年月日を

記入するものとする。 

（備付帳簿等） 

第３条 本市において備え付ける帳簿等は，次のとおりとする。ただし，これらの帳簿等に

記入すべき事項を電子計算機により確実に記録し，これを適正に管理及び利用することで

事務を支障なく行い得る場合には，これらの帳簿等の作成を省略することができる。 

(1) 受給者台帳（一般受給者用及び施設等受給者用） 



(2) 関係書類返戻・保留カード（以下「返戻・保留カード」という。） 

(3) 受給資格調査員証交付簿（以下「調査員証交付簿」という。） 

(4) 父母指定者管理台帳 

２ 受給者台帳は，別記様式第１号（一般受給者用）及び別記様式第２号（施設受給者用）

によりそれぞれ作成し，認定番号により整理するものとする。 

３ 返戻・保留カードは，別記様式第３号により作成し，認定番号又は整理番号により整

理するものとする。 

４ 調査員証交付簿は，別記様式第４号により作成し，規則第２２条による身分を示す証

票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。 

５ 父母指定者管理台帳は，別記様式第５号により作成するものとする。 

（一般受給資格者に係る認定請求書の処理） 

第４条 規則第４条第１項に規定する請求書（以下「認定請求書」という。）は，別記様式第

６号による｡ 

２ 前項に規定する認定請求書の提出を受けたときは，次により処理するものとする。 

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類に，容易に補正できない程度の不備があるとき

は，次の処理を行うこと。 

ア 認定請求書を保留する場合は，別記様式第７号による子ども手当審査保留通知書

（以下「保留通知書」という。）を作成し，請求者に送付すること。 

イ 認定請求書を返戻する場合は，別記様式第８号による子ども手当返戻通知書（以

下「返戻通知書」という。）を作成し，当該請求書に添えて返戻すること。 

ウ ア又はイの処理を行った場合は，返戻・保留カードにその旨記入すること。 

(2) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由が

なくなったときは，返戻・保留カードに再提出された年月日又は保留の事由がなくな

った年月日を記入すること。 



３ 認定請求書の記載事項については，次により審査するものとする。 

(1) 認定請求書の記載事項について，公簿等及び添付書類により確認を行うこと。 

(2) 前号の規定による確認ができない事項又は請求に係る事実を明確にするため，特に

必要がある事項については，所要の調査を行うこと。 

４ 前項の規定により審査した結果，受給資格があるものと確認したときは，支給額を決

定するとともに，次により処理するものとする。 

(1) 受給者台帳（一般受給者用）に所要の事項を記入すること。 

(2) 別記様式第９号による子ども手当認定通知書（以下「認定通知書」という。）を作

成し，受給者に送付すること。 

(3) 住民基本台帳の所定欄に子ども手当の支給開始年月を記入すること。 

(4) 同居父母を認定した場合において，当該同居父母以外に子どもを監護し，かつ，生

計を同じくする父若しくは母（以下「当該同居父母以外の者」という。）が，同居父

母と異なる市町村に住所を有するとき又は所属庁において受給しているときは，当該

同居父母以外の者の市町村（当該者が公務員である場合はその所属庁）に対して，同

居父母を認定する旨を連絡するとともに，書面により通知すること。 

５ 第３項の規定により審査した結果，受給資格がないものと確認したときは，別記様式

第１０号による子ども手当認定請求却下通知書（以下「認定請求却下通知書」という。）

を作成し，請求者に送付すること。 

（施設等受給資格者に係る認定請求書の処理） 

第５条 規則第４条第３項に規定する請求書（以下「認定請求書（施設等受給資格者用）」

という。）は，別記様式第１１号による｡ 

２ 前項に規定する認定請求書（施設等受給資格者用）の提出を受けたときは，次により

処理するものとする。 



(1) 認定請求書（施設等受給資格者用）の記載及びその添付書類に，容易に補正できな

い程度の不備があるときは，次の処理を行うこと。 

ア 認定請求書（施設等受給資格者用）を保留する場合は，別記様式第１２号による

子ども手当審査保留通知書（施設等受給資格者用）（以下「保留通知書（施設等受

給資格者用）」という。）を作成し，請求者に送付すること。 

イ 認定請求書（施設等受給資格者用）を返戻する場合は，別記様式第１３号による

子ども手当返戻通知書（以下「返戻通知書（施設等受給資格者用）」という。）を作

成し，当該請求書に添えて返戻すること。 

ウ ア又はイの処理を行った場合は，返戻・保留カードにその旨記入すること。 

(2) 前号の規定により返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由が

なくなったときは，返戻・保留カードに再提出された年月日又は保留の事由がなくな

った年月日を記入すること。 

２ 認定請求書（施設等受給資格者用）の提出を受けたときは，その記載事項について，

次により審査するものとする。 

(1) 認定請求書（施設等受給資格者用）の記載事項について，公簿等及び添付書類によ

り確認を行うこと。 

(2) 前号の規定による確認ができない事項又は請求に係る事実を明確にするため，特に

必要があるときは，所要の調査を行うこと。 

３ 前項の規定により審査した結果，受給資格があるものと確認したときは，支給額を決

定するとともに，次により処理するものとする。 

(1) 受給者台帳（施設等受給者用）に所要の事項を記入すること。 

(2) 別記様式第１４号による子ども手当認定通知書（施設等受給者用）（以下「認定通



知書（施設等受給者用）」という。）を作成し，受給者に送付すること。 

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること（受給者が国，地方公共団体

又は法人である場合を除く。）。 

４ 第２項の規定により審査した結果，受給資格がないものと確認したときは，別記様式

第１５号による子ども手当認定請求却下通知書（施設等受給資格者用）（以下「認定請

求却下通知書（施設等受給資格者用）」という。）を作成し，請求者に送付すること。 

（一般受給者に係る額改定認定請求書の処理） 

第６条 規則第５条第１項に規定する請求書（以下「額改定認定請求書」という。）は，別

記様式第１６号による｡ 

２ 額改定認定請求書の提出を受けたときは，その記載事項について，次により審査する

ものとする。 

(1) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に，容易に補正できない程度の不備があ

るときは，第４条第２項第１号の規定の例により処理すること。 

(2) 額改定認定請求書の記載事項について，公簿等及び添付書類により確認を行うこと。 

(3) 前号の規定による確認ができない事項又は請求に係る事実を明確にするため，特に

必要があるときは，所要の調査を行うこと。 

３ 前項の規定により審査した結果，支給額を改定すべきものと確認したときは，その額

を決定し，次により処理するものとする。 

(1) 受給者台帳（一般受給者用）に所要の事項を記入すること。 



(2) 別記様式第１７号による子ども手当額改定認定通知書（以下「額改定認定通知書」

という。）を作成し，受給者に送付すること。 

４ 第２項の規定により審査した結果，支給額を改定しないものと確認したときは，別記

様式第１８号による子ども手当額改定請求却下通知書を作成し，受給者に送付すること。 

（一般受給者に係る額改定届の処理） 

第７条 規則第６条第１項に規定する届書（以下「額改定届」という。）は，別記様式第１

９号による｡ 

２ 前項に規定する額改定届の提出を受けたときは，次により審査を行うものとする。 

(1) 額改定届の記載事項について，公簿等及び添付書類により確認を行うこと。 

(2) 前号の規定による確認ができない事項又は届書に係る事実を明確にするため，特に

必要があるときは，所要の調査を行うこと。 

３ 前項の規定によって審査した結果，届出に係る事実があるときは，次により処理する

ものとする。 

(1) 受給者台帳（一般受給者用）に所要の事項を記入すること。 

(2) 別記様式第２０号による子ども手当額改定通知書を作成し，受給者に送付すること。 

４ 第２項の規定により審査した結果，届出に係る事実がないものと確認したときは，受

給者台帳（一般受給者用）の備考欄に額改定届を返戻したことを記入し，当該届書を受

給者に返戻するものとする。 

（施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理） 



第８条 規則第５条第３項に規定する請求書（以下「額改定認定請求書（施設等受給者用）」

という。）は，別記様式第２１号による｡ 

２ 前項に規定する額改定認定請求書（施設等受給者用）の提出を受けたときは，第６条

第２項の規定の例により，審査を行うものとする。 

３ 前項の規定により審査した結果，支給額を改定すべきものと確認したときは，その額

を決定し，次により処理するものとする。 

(1) 受給者台帳（施設等受給者用）に所要の事項を記入すること。 

(2) 別記様式第２２号による子ども手当額改定認定通知書（施設等受給者用）（以下「額

改定認定通知書（施設等受給者用）」という。）を作成し，受給者に送付すること。 

４ 第２項の規定により審査した結果，支給額を改定しないものと確認したときは，別記

様式第２３号による子ども手当額改定請求却下通知書（施設等受給者用）を作成し，受

給者に送付すること。 

（施設等受給者に係る額改定届の処理） 

第９条 規則第６条第２項に規定する届書（以下「額改定届（施設等受給者用）」という。）

は，別記様式第２４号による｡ 

２ 前項に規定する額改定届（施設等受給者用）の提出を受けたときは，第７条第２項の

規定の例により，審査を行うものとする。 

３ 前項の規定によって審査した結果，届出に係る事実があるときは，次により処理する

ものとする。 

(1) 受給者台帳（施設等受給者用）に，所要の事項を記入すること。 

(2) 別記様式第２５号による子ども手当額改定通知書（施設等受給者用）（以下「額改



定通知書（施設等受給者用）」という。）を作成し，受給者に送付すること。 

４ 第２項の規定により審査した結果，届出に係る事実がないものと確認したときは，受

給者台帳（施設等受給者用）の備考欄に額改定届（施設等受給者用）を返戻したことを

記入し，当該届書を受給者に返戻するものとする。 

（職権に基づく額改定の処理） 

第１０条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても，公簿等に

より支給額を減額すべきものと確認したときは，職権により支給額を改定するとともに，

次により処理するものとする。 

(1) 受給者台帳に所要の事項を記入すること。 

(2) 額改定通知書又は額改定通知書(施設等受給者用)を作成し，受給者に送付すること。 

（一般受給者に係る氏名変更届の処理） 

第１１条 規則第７条第１項に規定する届書（以下「氏名変更届」という。）の提出を受け

たときは，受給者台帳（一般受給者用）の氏名欄を改めるものとする。 

（施設等受給者に係る氏名変更届の処理） 

第１２条 規則第７条第２項に規定する届書（以下「氏名変更届（施設受給者用」という。）

の提出を受けたときは，受給者台帳（施設等受給者用）の設置者等の氏名（法人名等）欄，

施設等の名称欄，施設等の種類欄及び施設入所等子どもの氏名欄を改めるものとする。 

（職権に基づく氏名変更の処理） 



第１３条 氏名変更届又は氏名変更届（施設等受給者用）の提出がない場合においても，公

簿等によりその事実を確認したときは，職権に基づいて，前２条の規定の例により処理を

行うこととする。 

（一般受給者に係る住所変更届の処理） 

第１４条 規則第８条第１項及び第２項に規定する届書（以下「住所変更届」という。）の

提出を受けたときは，次により処理するものとする。 

(1) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは，受給者又は支給対象の子どもの氏

名，住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。 

(2) 受給者台帳（一般受給者用）に変更後の住所等を記入すること。 

（施設等受給者に係る住所変更届の処理） 

第１５条 規則第８条第４項に規定する届書（以下「住所変更届（施設等受給者用」という。）

の提出を受けたときは，次により処理するものとする。 

(1) 設置者等の住所地（法人の主たる事務所の所在地），施設等の所在地（住所）又は施

設入所等子どもの居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。 

(2) 受給者台帳（施設等受給者用）に変更後の住所等を記入すること。 

（職権に基づく住所変更の処理） 

第１６条 住所変更届又は住所変更届（施設等受給者用）の提出がない場合においても，公

簿等によりその事実を確認したときは，職権に基づいて，前２条の規定の例により処理を

行うこととする。 



（一般受給者に係る受給事由消滅届の処理） 

第１７条 規則第９条第１項に規定する届書（以下「受給事由消滅届」という。）は，別記

様式第２６号による｡ 

２ 前項の規定による受給事由消滅届の提出を受けたときは，次により処理するものとす

る。 

(1) 受給者台帳（一般受給者用）に消滅事由及び消滅年月日を記入し，その台帳を除い

て別に保管すること。 

(2) 別記様式第２７号による支給事由消滅通知書を作成し，受給者に送付すること。 

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。 

(4) 支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について， 

前号までの処理をしたときは，子どもの住所地の市町村に対して，書面により通知す

ること。 

（施設等受給者に係る受給事由消滅届の処理） 

第１８条 規則第９条第２項に規定する届書（以下「受給事由消滅届（施設等受給者用）」

という。）は，別記様式第２８号による｡ 

２ 前項の規定による受給事由消滅届（施設等受給者用）の提出を受けたときは，次によ

り処理するものとする 

(1) 受給者台帳（施設等受給者用）に消滅事由及び消滅年月日を記入し，その台帳を除

いて別に保管すること。 



(2) 別記様式第２９号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し，受給者に

送付すること。 

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(受給者が国，地方公共団体

又は法人である場合を除く。)。 

（職権に基づく受給事由消滅の処理） 

第１９条 受給事由消滅届又は受給事由消滅届（施設等受給者用）の提出がない場合におい

ても，公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは，職権に基づ

いて，前２条の規定の例により処理することとする。 

（住民基本台帳法による届出の処理） 

第２０条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２３条又は第２４条の規定による

届出があったとき（当該届出に係る書面に同法第２９条の２の規定による付記がなされた

ときに限る。）は，第１７条及び第１８条の規定の例により処理するものとする。 

（支払の手続） 

第２１条 子ども手当の支払は，受給者の指定した金融機関を通じ口座振替により行うもの

とする。ただし，市長が認めるものはこの限りではない。 

２ 前項の規定によって子ども手当の支払を完了したときは，受給者台帳に支払金額及び

支払年月日を記入するものとする。 

３ 受給者は，金融機関を変更しようとするときは，市長に申し出なければならない。 

４ 支払期月における子ども手当の支払の周知については，次によるものとする。 



(1) 受給者が一般受給者である場合は，支払日等を市広報に掲載することにより，子ど

も手当支払通知書の作成・送付を省略することができる。 

(2) 受給者が施設等受給者である場合は，別記様式第３０号による子ども手当支払通知

書（施設等受給者用）を受給者に対して送付すること。 

（一般受給資格者に係る未支払請求書の処理） 

第２２条 規則第１１条第１項に規定する請求書（以下「未支払子ども手当請求書」という。）

は，別記様式第３１号による｡ 

２ 前項の規定による請求書の提出を受けたときは，次により処理するものとする。 

(1) 未支払子ども手当請求書の記載事項について受給者台帳（一般受給者用）と照合

すること。 

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは，次により処理することと

する。 

ア 別記様式第３２号による未支払子ども手当支給決定通知書を作成し，請求者に

送付すること。 

イ 受給者台帳（一般受給者用）の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入す

ること。 

(3) 未支払の子ども手当を支給しないものと決定したときは，次により処理すること

とする。 

ア 別記様式第３３号による未支払子ども手当請求却下通知書を作成し，請求者に

送付すること。 



イ 受給者台帳（一般受給者用）の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。 

（施設等受給資格者に係る未支払請求書の処理） 

第２３条 規則第１１条第２項に規定する請求書（以下「未支払子ども手当請求書（施設

等受給資格者用）という。）は，別記様式第３４号による｡ 

２ 前項の規定による請求書の提出を受けたときは，次により処理するものとする。 

(1) 未支払子ども手当請求書（施設等受給資格者用）の記載事項について受給者台帳

（施設等受給者用）と照合すること。 

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは，次により処理することと

する。 

ア 別記様式第３５号による未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給者用)を

作成し，請求者に送付すること。 

イ 受給者台帳（施設等受給者用）の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入

すること。 

(3) 未支払の子ども手当を支給しないものと決定したときは，次により処理すること

とする。 

ア 別記様式第３６号による未支払子ども手当請求却下通知書（施設等受給資格者

用）を作成し，請求者に送付すること。 

イ 受給者台帳（施設等受給者用）の当該請求に係る施設入所等子どもであった者

の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。 



（支払の一時差止の手続） 

第２４条 法第１０条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したとき

は，別記様式第３７号による子ども手当支払差止通知書を作成し，受給者に送付するとと

もに，受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。 

（処分の取消し） 

第２５条 子ども手当の支給についての認定，子ども手当の額の改定，支払の一時差止めそ

の他の処分に関し，誤りがあったときは，速やかにその処分を取り消すとともに，新たな

処分を行うものとする。 

（帳簿等の保存期間） 

第２６条 帳簿，請求書，届書等は，それぞれ次の期間保存するものとする。 

 (1) 受給者台帳（支給事由の消滅する日の属する年度の翌年度から５年） 

 (2) 認定請求書（支給事由の消滅する日の属する年度の翌年度から５年） 

 (3) 未支払請求書（提出のあった日の属する年度の翌年度から２年） 

 (4) 額改定認定請求書（提出のあった日の属する年度の翌年度から２年） 

 (5) 前４号以外の届書等（提出のあった日の属する年度の翌年度から１年） 

附 則 

１ この要綱は，平成２３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 



子ども手当様式一覧 

 名称  関係条文  

別記様式第１号 子ども手当受給者台帳（一般受給者用） 第３条 

別記様式第２号 子ども手当受給者台帳（施設等受給者用） 第３条 

別記様式第３号 返戻・保留カード 第３条 

別記様式第４号 調査員証交付簿 第３条 

別記様式第５号 父母指定者管理台帳 第３条 

別記様式第６号 子ども手当認定請求書 第４条 

別記様式第７号 子ども手当審査保留通知書 第４条 

別記様式第８号 子ども手当返戻通知書 第４条 

別記様式第９号 子ども手当認定通知書 第４条 

別記様式第１０号 子ども手当認定請求書却下通知書 第４条 

別記様式第１１号 子ども手当認定請求書（施設等受給資格者用） 第５条 

別記様式第１２号 子ども手当審査保留通知書（施設等受給資格

者用） 

第５条 

別記様式第１３号 子ども手当返戻通知書（施設等受給資格者用） 第５条 

別記様式第１４号 子ども手当認定通知書（施設等受給者用） 第５条 

別記様式第１５号 子ども手当認定請求書却下通知書（施設等受

給資格者用） 

第５条 

別記様式第１６号 子ども手当額改定認定請求書 第６条 

別記様式第１７号 子ども手当額改定認定通知書 第６条 

別記様式第１８号 子ども手当額改定請求却下通知書 第６条 

別記様式第１９号 子ども手当額改定届 第７条 

別記様式第２０号 子ども手当額改定通知書 第７条 



 名称  関係条文  

別記様式第２１号 子ども手当額改定認定請求書（施設等受給者

用） 

第８条 

別記様式第２２号 子ども手当額改定認定通知書（施設等受給者

用） 

第８条 

別記様式第２３号 子ども手当額改定請求却下通知書（施設等受

給者用） 

第８条 

別記様式第２４号 子ども手当額改定届（施設等受給者用） 第９条 

別記様式第２５号 子ども手当額改定通知書（施設等受給者用） 第９条 

別記様式第２６号 子ども手当受給事由消滅届 第１７条 

別記様式第２７号 子ども手当支給事由消滅通知書 第１７条 

別記様式第２８号 子ども手当受給事由消滅届（施設等受給者用） 第１８条 

別記様式第２９号 子ども手当支給事由消滅通知書（施設等受給

者用） 

第１９条 

別記様式第３０号 子ども手当支払通知書（施設等受給者用） 第２１条 

別記様式第３１号 未支払子ども手当請求書 第２２条 

別記様式第３２号 未支払子ども手当支給決定通知書 第２２条 

別記様式第３３号 未支払子ども手当請求却下通知書 第２２条 

別記様式第３４号 未支払子ども手当請求書（施設等受給資格者

用） 

第２３条 

別記様式第３５号 未支払子ども手当支給決定通知書（施設等受

給者用） 

第２３条 

別記様式第３６号 未支払子ども手当請求却下通知書（施設等受

給資格者用） 

第２３条 



 名称 関係条文 

別記様式第３７号 子ども手当支払差止通知書 第２４条 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第３条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２号（第３条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号（第３条関係） 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号（第４条関係） 

 

 



別記様式第７号（第４条関係） 

 

 



別記様式第８号（第４条関係） 

 

 



別記様式第９号（第４条関係） 

 

 



別記様式第１０号（第４条関係） 

 



別記様式第１１号（第５条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏） （裏） 

 



別記様式第１２号（第５条関係） 

 

 



別記様式第１３号（第５条関係） 

 



別記様式第１４号（第５条関係） 

 

 



別記様式第１５号（第５条関係） 

 

 

 

 



別記様式第１６号（第６条関係） 

 

 



別記様式第１７号（第６条関係） 

 

 



別記様式第１８号（第６条関係） 

 

 



別記様式第１９号（第７条関係） 

 

 



別記様式第２０号（第７条関係） 

 

 



別記様式第２１号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２２号（第８条関係） 

 

 



別記様式第２３号（第８条関係） 

 

 



別記様式第２４号（第９条関係） 

 

 

 

 

 



別記様式第２５号（第９条関係） 

 

 



別記様式第２６号（第１７条関係） 

 

 



別記様式第２７号（第１７条関係） 

 

 



別記様式第２８号（第１８条関係） 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２９号（第１８条関係） 

 

 



別記様式第３０号（第２１条関係） 

（表） 

 

 

 



（裏） 

 

 



別記様式第３１号（第２２条関係） 

 

 



別記様式第３２号（第２２条関係） 

 

 



別記様式第３３号（第２２条関係） 

 



別記様式第３４号（第２３条関係） 

 

 

 



別記様式第３５号（第２３条関係） 

 

 



別記様式第３６号（第２３条関係） 

 

 



別記様式第３７号（第２４条関係） 

 

 


